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<提言> 皆保険と保健婦事業

保健所保健繹の立場から

川野光子

国保々健婦として一・F業体に勤め四年になりますが
実際のところ何をして来たか自分でもわからぬ儘にオ

月を費して振り返ってみて自真の念にかられるぱかり

です。私の勅務状態はクリニックと乳幼児の健康相談

に尽きるばかりです。

保健婦として保健婦H業とは何か，又その進め方等

一応考えもし， J/・1tlijも立て或は沓物により，又講習に

よって教育も受けて自党はあるつもりですが，現実に

ー保健婦の業務分野と云うか，活動状態と云うものは

それぞれその:Jf.業体によりて大いに典るものであり特

にその所屈するところの保険・J1:業の運営状態によって

は如何様にも変って来るものであると思います。

つまり運営不振の所では保険:Ji:業の運営に主力を注

がれ一保健婦の活動が抹殺に等しい状態に置かれる場

合がある・Ji:と思います。

”保健姉は保険者のーアクセサリーにしか過ぎない”

との保険者の説もあった位で，それは勿論保健婦自身

の能力にもよる ·J~だと充分自己批判は行ってはmりま
すが此の様に保健所保健婦とは異なり、勅務する保険

者によってその保健婦・Ji:業の進め方も全く媒っている

ので、国保保健婦にあっては悩みも又大きくその反面

活動すればその分野は広く仕・Hの成果も大きく現れそ
の限界は懲く程のものだと思います。

従って上の様な状態下にあって皆保険によって更

に広範になるこの・Ji:業に対処するためには、単なる現

状の延長でなく、保険者は保健婦を十二分に活動させ

得る様に保険・Ji:業の運営而を改送し、保健婦も又・Ji:業

に対する理解を深めよく協力し両者が一体となって保

険・JI業と取組んでこそその成果も期待でき、ヤ祁保険0)
主旨に品I]い得るものと息います。

それにより更に又保健所の指祁状態，医師の指祁状

態などにも大いに新しい1刈係が生じて来るものではな

いかと期待されます。
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